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令和３年第６回久万高原町議会定例会 

令和３年９月８日 

○議事日程 

  令和３年９月８日午前９時２８分開議 

 日程第１  報告第１７号 令和３年度久万高原町一般会計補正予算（専決第２号）の 

              専決処分について 

 日程第２  議案第７５号 令和３年度久万高原町一般会計補正予算（専決第５号）の 

              専決処分について 

 日程第３  議案第７６号 行政手続における押印見直しに伴う関係条例の整備に関す 

              る条例の制定について 

 日程第４  議案第７７号 久万高原町個人情報保護条例及び久万高原町行政手続にお 

              ける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法 

              律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関す 

              る条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第５  議案第７８号 久万高原町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及 

              び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例 

              の制定について 

 日程第６  議案第７９号 令和２年度久万高原町一般会計及び特別会計歳入歳出決算 

              の認定について 

 日程第７  議案第８０号 令和２年度久万高原町立病院事業会計決算の認定について 

 日程第８  議案第８１号 令和２年度久万高原町立老人保健施設事業会計決算の認定 

              について 

 日程第９  議案第８２号 令和２年度久万高原町簡易水道事業会計決算の認定につい 

              て 

 日程第10  議案第８３号 令和３年度久万高原町一般会計補正予算（第４号） 

 日程第11  議案第８４号 令和３年度久万高原町介護保険事業特別会計補正予算 

              （第１号） 

 日程第12  議案第８５号 令和３年度久万高原町訪問看護事業特別会計補正予算 

              （第１号） 

 日程第13  議案第８６号 令和３年度久万高原町農業集落排水事業特別会計補正予算 
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              （第２号） 

 日程第14  議案第８７号 令和３年度久万高原町公共下水道事業特別会計補正予算 

              （第１号） 

 日程第15  議案第８８号 久万高原町過疎地域持続的発展計画の策定について 

 日程第16  議案第８９号 工事請負契約の締結について 

 日程第17  議案第９０号 久万高原町指定金融機関の指定について 

 日程第18  議案第９１号 久万高原町教育委員会委員長の任命について 

 日程第19  議案第９２号 久万高原町教育委員会委員の任命について 

 日程第20  諮問第 ３号 人権擁護委員候補者の推薦について 

 日程第21  報告第１８号 令和２年度決算に基づく健全化判断比率の報告について 

 日程第22  報告第１９号 令和２年度決算に基づく資金不足比率の報告について 

 日程第23  報告第２０号 令和２年度久万高原町の教育に関する事務の点検評価報告 

              について 

 日程第24  議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件 

 

○本日の会議に付した事件 

 議事日程と同じ 

 

○出席議員（１３名） 

   １番  阪 本 雅 彦         ２番  玉 井 春 鬼 

   ３番  光 田   優         ４番  瀧 野   志 

   ５番  田 村 昭 子         ６番  熊 代 祐 己 

   ７番  髙 橋   誠         ８番  森     博 

   ９番  岡 部 史 夫         10番  大 原 貴 明 

   11番  大 野 良 子         12番  西 山  清一 

   13番  髙 橋 末 廣 

 

○欠席議員（０名） 
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○説明のため出席した者 

 町 長  河 野 忠 康    副 町 長  佐 藤 理 昭 

 教 育 長  小 野 敏 信    総 務 課 長  木 下 勝 也 

 住 民 課 長  沖 中 敬 史    保 健 福 祉 課 長  西 森 建 次 

 環 境 整 備 課 長   辻 本 元 一    ふるさと創生課長  西 村 哲 也 

 建 設 課 長  猪 上 浩 明    林 業 戦 略 課 長  小 野 哲 也 

 まちづくり営業課  高 木   勉    農 業 戦 略 課 長  菅   和 幸 

 農業委員会事務局長  近 澤 雅 彦    会 計 管 理 者  中 川 茂 俊 

 病院事業等統括事務長  渡 部 定 明    教育委員会事務局長  釣 井 好 春 

 消防本部消防長  大 野 秋 義 

 代 表 監 査 委 員  菅   洋 志 

 

○議会事務局 

 事 務 局 長   篠 﨑 慶 太 
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事 務 局  （朝 礼） 

 

議  長  それでは少し早いようですが、始めさせていただきます。 

本日の出席議員は１３名です。 

定足数に達しておりますので、ただいまから本日の会議を開きます。 

                         （午前９時２７分） 

 

議  長  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 

議  長  日程第１、報告第１７号「損害賠償に係る和解及び損害賠償額の専決処分の

報告について」を議題とします。 

提出者の報告を求めます。 

 

（木下総務課長を指名） 

 

木下課長  議案に基づき報告 

 

議  長  提出者の報告が終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

以上で、報告第１７号「損害賠償に係る和解及び損害賠償額の専決処分の報

告について」を終わります。 

 

議  長  日程第２、議案第７５号「令和３年度久万高原町一般会計補正予算（専決第

５号）の専決処分について」を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 
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（木下総務課長を指名） 

 

木下課長  議案に基づき説明 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（岡部史夫議員を指名） 

 

岡部議員  専決処分というのは、今、説明ございましたけれども、地方自治法第１７９

条、こういったところで議会が成立しないときとか、会議を開くことができな

いとか、あるいは特に緊急を要するため、議会を開く時間的余裕がない場合と

いう、厳格な規定がございます。 

この専決処分について、現在、コロナ対策等として、主に国費の財源等によ

る緊急事案としての専決処分、そういった対応がなされていることは、住民に

とっては喜ばれるものであると思います。 

しかしながら、現状は、地方自治法第１７９条で示されている専決を行うに

当たって、厳格に規定されている内容に該当しているのかにおいては、専決処

分対応にばらつきがあるようにも伺えます。 

町が議決事案を専決処分で対応せざるを得ないとする、役場内のルール、こ

ういったものをぜひお伺いしたいと思います。 

 

議  長  （木下総務課長を指名） 

 

木下課長  岡部議員の質疑にお答えします。 

議員が言われましたとおり、専決処分につきましては、地方自治法において

定められた町長の処分ということになっております。 

なお、今言われましたように、専決処分する場合には、厳格の規定について
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基づく必要があるというふうに認識はいたしております。 

今回の件につきましても、発注につきまして、速やかに行い、納品を年度内

に終了させる必要があります。 

４月からスムーズに、し尿処理の運搬を進めるために、また住民にとって、

そういった支障を生じないようにするために、今回、やむを得ず専決処分を行

わせていただいたというものでございます。 

以上でございます。 

 

議  長  （岡部史夫議員を指名） 

 

岡部議員  今回のし尿の松山移送計画においては、令和２年９月議会に、５年間の費用

として債務負担行為が上程され、承認されたところであります。 

そもそも予算執行においては、事業の重要性からして、臨時議会もしくは直

近の定例議会に上程すべきであるものと考えます。 

先ほど、総務課長から、急ぐというふうに言われましたけれども、具体的な

細かいスケジュールの説明について、補足も含めて、本来あるべき提案の仕方、

そういったものについて、再度お伺いをしたいと思います。 

 

議  長  （辻本環境整備課長を指名） 

 

辻本課長  岡部議員の質疑にお答えをいたします。 

し尿等の運搬業務の体制整備につきまして、関係機関との協議を重ねており

ます。 

その体制整備に一定の方向が確立されたことに伴いまして、し尿等の運搬車

両の整備についても、具体的に推し進める必要が生じました。 

また、併せて今回の運搬車両は、大型の特殊車両となることから、発注から

納車までに一定の期間を要するため、速やかに発注することが必要であること

から、運搬車両の購入に要する費用について、専決処分をさせていただきまし

て、実施に努めたいと考えております。 

以上でございます。 
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議  長  （岡部史夫議員を指名） 

 

岡部議員  スケジュールの中で、やむを得ずということでしょうけれども、それであっ

ても、専決処分ではなくて、本来は臨時議会を開くとか、そういった対応が望

まれるものと、私は考えております。 

ですから、何でもかんでも専決処分でと、急ぐから専決処分でということは、

今後は厳に慎むべきではないでしょうかね。 

そもそも専決処分は、自治法の第９６条に明記された、議会の議決事件を奪

うという、議会にとっては、極めて例外的なものでございます。 

２０１２年の地方自治法の改正によって、承認を求める議案が否決されたと

きは、普通地方公共団体の長は、速やかに当該措置に関して必要と認める措置

を講じるとともに、その旨を議会に報告しなければならないと、こういった条

文が書き加えられております。 

こういったことも御承知おきのことと思いますが、今後においては、庁内で

横断的な議論を踏まえ、議会に対する必要な資料提示、そして丁寧な説明を心

がけた対応を、徹底をしていただきたい。 

また、町民に対しても、明解な説明をしていただきたいと考えます。 

そして、市の受入れについて、御理解をいただいている松山市に対して、引

き続き、スケジュールに支障を来さないよう、しっかりした対応をしていただ

きたいと考えます。町長のお考えをお聞きします。 

 

議  長  （河野町長を指名） 

 

町  長  今、お話がございましたように、専決という条例ございますけれども、安易

に私たち、それを適用しようと、そんな考えはないところでございます。 

これまでも、緊急を要するものについてというところで、専決の措置をさせ

ていただいたところでございます。今回のことにつきましても、皆様方にも、

これまで随分と御支援もいただいておりますけれども、松山への迅速な移送と

いうことを実現をする中で、先方とのやり取りの中で、どうしても先ほど、説
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明が、申し上げましたように、準備にどうしても時間が要する、今回の移送の

トラックというところでございまして、これを専決とさせていただいたところ

でございます。 

今、お話がございましたように、専決処分につきましても、今後におきまし

ても、慎重に臨時議会等々でかけるものについては、しっかりとこれを遵守を

してまいりたいと思っております。 

以上でございます。 

 

議  長  よろしいですか。 

そのほか、ございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑を終わります。 

これより討論を行います。 

討論される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  討論なしと認めます。 

これより採決いたします。 

お諮りします。 

議案第７５号は、原案のとおり承認することに御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第７５号「令和３年度久万高原町一般会計補正予算（専決

第５号）の専決処分について」は、原案のとおり承認することに決定しました。 
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議  長  日程第３、議案第７６号「行政手続における押印見直しに伴う関係条例の整

備に関する条例の制定について」を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（木下総務課長を指名） 

 

木下課長  議案に基づき説明 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

これより討論を行います。 

討論される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  討論なしと認めます。 

これより採決します。 

お諮りします。 

議案第７６号は、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第７６号「行政手続における押印見直しに伴う関係条例の

整備に関する条例の制定について」は、原案のとおり可決いたしました。 
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議  長  日程第４、議案第７７号「久万高原町個人情報保護条例及び久万高原町行政

手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく

個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の

制定について」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（木下総務課長を指名） 

 

木下課長  議案に基づき説明 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

これより討論を行います。 

討論される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  討論なしと認めます。 

これより採決します。 

お諮りします。 

議案第７７号は、原案のとおり承認することに御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 
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議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第７７号「久万高原町個人情報保護条例及び久万高原町行

政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づ

く個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例

の制定について」は、原案のとおり可決しました。 

 

議  長  日程第５、議案第７８号「久万高原町指定地域密着型サービスの事業の人員、

設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例の制定につい

て」を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（西森保健福祉課長を指名） 

 

西森課長  議案に基づき説明 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

議案第７８号は、総務文教厚生常任委員会に付託し、審査することにしたい

と思いますが、御異議ありませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第７８号は、総務文教厚生常任委員会に付託することに決
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定しました。 

 

議  長  お諮りします。 

日程第６、議案第７９号「令和２年度久万高原町一般会計及び特別会計歳入

歳出決算の認定について」から、日程第９、議案第８２号「令和２年度久万高

原町簡易水道事業会計決算の認定について」までの４件は、関連がありますの

で、一括議題にしたいと思いますが、御異議ありませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第７９号から議案第８２号までの４件は、一括議題とする

ことに決定しました。 

議案第７９号「令和２年度久万高原町一般会計及び特別会計歳入歳出決算の

認定について」から、議案第８２号「令和２年度久万高原町簡易水道事業会計

決算の認定について」までの４件を一括議題といたします。 

各議案についての提案理由の説明を求めます。 

 

（中川会計管理者を指名） 

 

中川会計  議案第７９号「令和２年度久万高原町一般会計及び特別会計歳入歳出決算の 

管 理 者 認定について」 

地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和２年度久万高原町一般会計

及び特別会計歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見をつけて、議会の認定に付

する。 

令和３年９月７日提出 久万高原町長。 

提案理由でございますが、歳入歳出決算につきましては、地方自治法第２３

３条第３項の定めによりまして、毎年度、監査委員の審査意見をつけて議会の

認定に付することとなっております。今年度も、一般会計及び特別会計の決算

書を審査していただきましたので、その審査意見の概要を報告し、議案の説明



 

－13－ 

とさせていただきます。 

それでは、「令和２年度久万高原町歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見

書」の１ページをお願いします。 

審査の概要でございますが、１．審査の対象は、令和２年度久万高原町一般

会計と１０の特別会計です。 

２．審査の期間は、令和３年８月２日から８月１３日までのうち４日間。 

３．審査の方法ですが、１、全ての計数は正確であるか。２、予算の執行は

議決の趣旨に沿って適正かつ効率的に行われているか。３、会計事務は関係法

規に基づき、合法かつ適切に処理されているか。４、財産の管理は適正になさ

れているか、などの諸点に主眼を置き、照合、検証、また関係職員からの聞き

取り等により、審査していただきました。 

２ページ、３ページに、審査結果及び審査意見をいただいております。 

それでは、２ページ４行目からになりますが、令和２年度の一般会計の決算

総額は、歳入、１１１億８，４１４万円、対前年比４．５％の増。歳出、１０

１億５，４８７万９，０００円、対前年比７．４％の増。歳入と歳出の差引で

ある形式収支は、１０億２，９２６万円、形式収支から翌年度へ繰り越すべき

財源、３億５，６５６万円を除いた実質収支は、６億７，２７０万円の黒字と

なっております。 

６行目になりますが、歳入においての主な増額要因としては、固定資産税３，

０８６万５，０００円の増、森林環境譲与税７，９３５万６，０００円の増。

地方消費税交付金、３，２３９万１，０００円の増。新型コロナウイルス感染

症対応地方創生臨時交付金、２億４，０００万円の増など、歳入の主な減額要

因としては、災害復旧費県補助金、１億５，７８２万７，０００円の減。財政

調整基金繰入金、１億４，５７４万１，０００円の減。合併特例債、３億５，

６９０万円の減などが挙げられます。 

１１行目になりますが、歳出においての増額要因としては、特別定額給付金

８億１２０万円の増、プレミアム付商品券発行事業、２，９８８万９，０００

円の増。新型コロナウイルス感染症事業者経営支援特別対策事業、５，１２４

万円の増。新型コロナウイルス感染症対策事業継続給付金、２，１７２万円の

増などが挙げられます。 
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減額要因としては、情報通信基盤整備事業補助金、２億９，３００万円の減。

教育施設エアコン整備工事、２億９，９５９万３，０００円の減。上浮穴高等

学校寮建築工事、１億９，７６２万４，０００円の減、となっています。 

下段のほう、下から３行目になりますが、普通会計の財政指数では、３か年

平均の財政力指数が、０．１８７、経常収支比率は８６．３％で、２．４ポイ

ントの減。公債費負担比率は１０．４％で、１．０ポイントの減。実質公債費

比率は１１．１％で、０．７ポイントの減となっており、将来負担比率はゼ

ロ％を下回り、平成２８年度に引き続き、該当がなく、国の指標においては、

健全な状況です。 

３ページをお願いします。 

特別会計全１０会計の全体総額は、歳入４０億２，５９９万１，０００円、

対前年比３．４％の増。歳出３８億５，３７４万４，０００円、対前年比２．

８％の増。歳入と歳出の差引きである形式収支は、１億７，２２４万７，００

０円、翌年度へ繰り越すべき財源、１，８７０万１，０００円を差し引いた実

質収支は、１億５，３５４万６，０００円、全会計ともに、黒字決算となって

います。 

４行目になりますが、審査の結果、関係諸帳簿及び証書類と符合しており、

計数は正確で、会計事務及び財産管理についても、久万高原町財務規則に準拠

しており、適正に処理されているものと認めていただきました。 

また、事務処理手続においても、おおむね適切に行われているものと認めて

いただきましたが、総括として、次のような御指摘をいただいております。 

決算から見た事業効果について、十分な検証を行い、課題については、今後

の方向性を明らかにして対処し、各種事業の計画的な推進と執行管理に努めら

れたい。 

税、料等は、人口減少に伴い減少傾向にある中、資産の差押え等の対策を強

力に進めているが、税の不公平感なくすため、引き続き努力を望む。 

地方を取り巻く現状は、人口減少や新型コロナウイルス感染症など、新たな

問題も加わり、厳しい環境となり、関係経費の増大など課題が多い。 

普通交付税等の縮減や、行財政改革による歳出抑制が進まない中での、安易

な財政調整基金の取崩しは、将来、不安を惹起させることから、常に施策の検



 

－15－ 

証を行い、歳出の抑制、歳入の確保に努め、健全で安定した町政運営に努める

ことを強く望む。 

コロナ禍後においては、町の経済が衰退しないような対策を練り、町民の安

心・安全が確保されるまちづくりに取り組んでいただくことを期待する、との

御意見をいただいております。 

４ページからは、決算の概要等を記載していただいております。また、年度

別の決算状況を比較した令和２年度決算説明資料、年収３００万円の家計に例

えた、町の家計簿の状況を添付しておりますので、後ほどお目通しください。 

以上で、議案の説明を終わります。 

 

議  長  （渡部病院事業等統括事務長を指名） 

 

渡部統括  議案第８０号「令和２年度久万高原町立病院事業会計決算の認定につい 

事 務 長 て」。 

令和２年度久万高原町立病院事業会計決算を、地方公営企業法第３０条第４

項の規定により、別紙監査委員の意見をつけて、議会の認定に付する。 

令和３年９月７日提出 久万高原町長。 

提案理由でございますが、病院事業会計の決算につきましては、地方公営企

業法の定めにより、毎年度、監査委員の審査意見をつけて、議会の認定に付す

ることとなっております。 

今年度も、決算について審査していただきましたので、その審査意見の概要

について御報告申し上げ、議案説明とさせていただきます。 

それでは、ページをめくっていただき、令和２年度久万高原町立病院事業会

計決算審査意見書の１ページをお願いいたします。 

審査の概要でございますが、１．審査の対象は、令和２年度久万高原町立病

院事業会計決算で、事業収益、９億８，９９６万３，２９０円、事業費用、９

億８，４９７万３，７９２円、差引き、４９８万９，４９８円となっておりま

す。 

２．審査の期間は、令和３年８月６日の１日間です。 

３．審査の方法については、１、地方公営企業法等関係法令に基づいて運営
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されているか。２、決算報告書及び財務諸表は適正に表示されているか。３、

会計処理は適法な手続により行われているか、などに重点を置き、関係書類に

ついて照査し、説明を聴取して審査をいただきました。 

２ページ目に、審査結果及び審査意見をいただいております。 

審査結果及び審査意見でございますが、下から６行目、審査した結果、関係

諸帳簿と符合し、計数も正確に処理され、事業運営についても適正に執行され

ていると認めていただきました。 

また、上浮穴診療圏における中核病院として、保健活動への積極的な参加、

在宅診療、訪問看護、介護福祉施設等との連携により、地域の包括的医療の推

進に努め、事業運営がなされている。 

今後は、新型コロナウイルス感染症防止対策など、新たな生活様式に対応し

たＩＣＴ医療の推進や、病院環境の改善が望まれる。 

現在も、経営改善の努力が見られるが、さらに医師及び看護師等の医療従事

者の確保に努め、町の基幹病院として、町民の健康管理と福祉の向上に一層の

努力をするとともに、地域に愛され、信頼される病院を目指して、健全な病院

運営を強く望むものである、との意見をいただきました。 

３ページから５ページは、決算の概要等を記載していただいております。 

また、そのあとに、決算書を添付しておりますので、後ほどお目通しくださ

い。 

続きまして、議案第８１号「令和２年度久万高原町立老人保健施設事業会計

決算の認定について」。 

令和２年度久万高原町立老人保健施設事業会計決算を、地方公営企業法第３

０条第４項の規定により、別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。 

令和３年９月７日提出。久万高原町長。 

提案理由でございますが、老人保健施設事業会計の決算につきましては、地

方公営企業法の定めにより、毎年度、監査委員の審査意見をつけて、議会の認

定に付することとなっております。 

今年度も、決算について審査していただきましたので、その審査意見の概要

を御報告申し上げ、議案説明とさせていただきます。 

それでは、令和２年度久万高原町立老人保健施設事業会計決算審査意見書の



 

－17－ 

１ページをお願いします。 

審査の概要でございますが、１．審査の対象は、令和２年度久万高原町立老

人保健施設事業会計決算で、事業収益、３億１，９３４万３７１円、事業費用、

３億３００万７，１６７円、差引き、１，６３３万３，２０４円となっており

ます。 

２．審査の期間は、令和３年８月６日の１日間です。 

３．審査の方法ですが、１、地方公営企業法等関係法令に基づいて運営され

ているか。２、決算報告書及び財務諸表は適正に表示されているか。３、会計

処理は、適法な手続により行われているか、などに重点を置き、決算書類につ

いて照査し、説明を聴取して審査をいただきました。 

２ページ目には、審査結果及び審査意見をいただいております。 

審査結果及び審査意見でございますが、下から５行目、審査した結果、この

決算は関係諸帳簿と符合し、計数も正確に処理され、事業運営についても適正

に執行されているとお認めいただきました。 

令和２年度も、入所は満床状態で、通所利用者の増加に僅かな改善の余地は

あるが、さらなる運営事業収益は困難な状態となっている。 

また、施設の各箇所が老朽化により、修繕等の維持管理、安全・安心への対

策等に費用を要しているが、一方では、新型コロナウイルス対策など、新たな

経費負担もあり、計画的な施設の管理運用が望まれる。 

今後は、本施設の設置目的に沿った経営の在り方を検討し、適切な介護及び

機能訓練、その他必要な医療等を提供し、住民ニーズに寄り添った施設運営に

努力していただきたいとの意見をいただきました。 

３ページから５ページ目には、決算の概要等を記載いただいております。そ

のあと、決算書を添付しておりますので、後ほどお目通しください。 

以上で議案の説明を終わります。 

 

議  長  （辻本環境整備課長を指名） 

 

辻本課長  議案第８２号「令和２年度久万高原町簡易水道事業会計決算の認定について」 

令和２年度久万高原町簡易水道事業会計決算を、地方公営企業法第３０条第
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４項の規定により、別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。 

令和３年９月７日提出 久万高原町長。 

提案理由ですが、簡易水道事業会計決算については、地方公営企業法の定め

により、毎年度、監査委員の審査意見をつけて、議会の認定に付することとな

っております。 

令和２年度簡易水道事業の決算について、監査委員に審査していただきまし

たので、審査意見の概要を御報告申し上げ、議案説明とさせていただきます。 

それでは、令和２年度久万高原町簡易水道事業会計決算審査意見書の１ペー

ジをお願いいたします。 

第１、審査の概要です。 

１．審査の対象は、令和２年度久万高原町簡易水道事業会計決算です。 

事業収益、３億９，３５０万８，４５９円、事業費用、３億７，６３２万７，

５４３円、差引き１，７１８万９１６円となっております。 

２．審査の期間は、令和３年８月６日の１日間です。 

３．審査の方法ですが、審査に当たっては、１、地方公営企業法等関係法令

に基づいて運営されているか。２、決算報告書及び財務諸表は適正に表示され

ているか。３、関係処理は、適法な手続により行われているか、などに重点を

おき、決算諸表、関係諸帳簿、証書類について、調査、聴取、審査をいただき

ました。 

２ページをお願いいたします。 

第２、審査結果及び審査意見。 

監査委員の審査結果及び審査意見をいただいております。 

下から８行目をお願いいたします。 

令和２年度久万高原町簡易水道事業会計の決算を審査した結果、本決算は、

関係諸帳簿と符合し、計数も正確に処理され、事業運営においても、適切に処

理されているとお認めいただきました。 

簡易水道事業の施設は、全体で６８施設あり、本年度も施設の老朽化に伴う

施設改修や、管路等の布設替工事を実施しており、今後も計画的な施設改修に

より、適正な維持管理に努めていただきたい。 

経営の効率化、健全化を図るとともに、老朽化した施設の計画的な更新と、
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地元が管理する施設の維持管理に努め、利用者に安心・安全な水の安定提供を

図れるよう努力していただきたい。 

また、水道料金の収入未済額については、引き続き他部署と連携し、徴収率

向上に努めていただきたいとの意見をいただきました。 

３ページ目からは、決算の概要等が記載されております。また、その後ろに

は、決算書を添付しておりますので、後ほど、お目通しください。 

以上で議案の説明を終わります。 

 

議  長  各議案の提案理由の説明が終わりました。 

ここで、それぞれの議案につきまして、総括的な質疑を行いたいと思います。 

まず、議案第７９号「令和２年度久万高原町一般会計及び特別会計歳入歳出

決算の認定について」、質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

 

議  長  続きまして、議案第８０号「令和２年度久万高原町立病院事業会計決算の認

定について」、質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

 

議  長  続きまして、議案第８１号「令和２年度久万高原町立老人保健施設事業会計

決算の認定について」、質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 
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（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

 

議  長  続きまして、議案第８２号「令和２年度久万高原町簡易水道事業会計決算の

認定について」、質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

議案第７９号から議案第８２号までの、令和２年度決算認定の４件について

は、７名の委員で構成する決算特別委員会を設置し、付託の上、閉会中の継続

審議としたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第７９号から議案第８２号までの令和２年度決算認定４件

については、７人で構成する決算特別委員会を設置し、これに付託して、閉会

中の継続審査とすることに決定しました。 

お諮りします。 

ただいま設置されました決算特別委員会の委員の選任については、久万高原

町議会委員会条例第７条第４項の規定により、議長が指名することにしたいと

思いますが、御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 
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したがって、決算特別委員会の委員の選任については、議長が指名すること

に決定しました。 

それでは、決算特別委員会の委員の選任は、事務局長に朗読させます。 

 

（篠﨑事務局長を指名） 

 

篠﨑局長  朗読いたします。 

阪本雅彦議員、玉井春鬼議員、瀧野 志議員、熊代祐己議員、岡部史夫議員、

大原貴明議員、西山清一議員、以上７名でございます。 

 

議  長  休憩中に委員会を開いて、正副委員長の互選を行い、その結果を議長まで報

告願います。 

委員会は、年長議員が臨時委員長の職務を行ってください。 

ここでしばらく休憩をいたします。        （午前１０時１６分） 

 

（休 憩） 

 

議  長  休憩前に引き続き、会議を開きます。       （午前１０時１７分） 

休憩中に開催されました決算特別委員会において、委員長に玉井春鬼議員、

副委員長に阪本雅彦議員が互選されましたので、御報告いたします。 

なお、本委員会は閉会中に審査し、次の定例会に委員長報告をお願いいたし

ます。 

 

議  長  日程第１０、議案第８３号「令和３年度久万高原町一般会計補正予算（第４

号）」を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（木下総務課長を指名） 

 

木下課長  議案に基づき歳入・全般説明 
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議案に基づき歳出説明 

（２款１項 目） 

（２款２項 目） 

（２款３項 目） 

（２款４項 目） 

（３款１項 目） 

（４款１項 目） 

（６款１項 目） 

（６款２項 目） 

（７款１項 目） 

（８款１項 目） 

（８款２項 目） 

（８款３項 目） 

（８款５項 目） 

（９款１項 目） 

（１０款１項 目） 

（１０款２項 目） 

（１０款３項 目） 

（１０款４項 目） 

（１０款５項 目） 

（１０款６項 目） 

（１１款１項 目） 

（１１款２項 目） 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより、質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（岡部史夫議員を指名） 
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岡部議員  民生費の、ささゆり荘の改修に関する案件なんですけれども、今回の改修工

事に至った理由の一つとして、施設内で感染が心配された事例があったやに聞

いておりますが、具体的にどういうことであったのか。また、もしあるとすれ

ば、いつ頃起きた事案なのか、説明をいただきたいと思います。 

 

議  長  （西森保健福祉課長を指名） 

 

西森課長  岡部議員の質疑にお答えいたします。 

ささゆり荘での感染濃厚接触者につきましては、去る４月１５日に、某高齢

者福祉施設におきまして、陽性者が確認された報告を受けまして、デイサービ

スを利用した入所者に対して、ＰＣＲ検査を受けてくださいということで、保

健所のほうからお話がありました。 

翌日、ＰＣＲ検査を受けまして、その結果は翌日の夜、報告がありまして、

５名に対して全員が陰性というような報告でありました。 

ただ、保健所の報告では、５名のうち１名が濃厚接触者、４名が接触者に当

たるということになりまして、５名は隔離をしております。 

最終的には、濃厚接触者、２週間ほど別棟で隔離をいたしまして、健康状態

に問題がないということで、居室のほうに戻っております。その際に、保健所

のほうにＰＣＲ検査を確認したところ、不要であるということでありましたの

で、あとのＰＣＲ検査のほうは受けておりません。 

以上です。 

 

議  長  （岡部史夫議員を指名） 

 

岡部議員  濃厚接触者がいたということで、その時点で必要な措置はされたんだろうと

思います。 

議会としても、福祉施設、医療機関、そういったところにおけるクラスター

が出ないよう、徹底した予防対策をお願いをしているところですが、そういっ

た事柄についても、適宜、議会のほうにも報告、連絡をいただきたいというふ

うに考えております。 
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そして、そういう事案が出て、結果的に陽性反応が出なかったということで、

非常に安堵しておりますけれども、そのときに、さらに予算についても、緊急

の場合、やむを得ない場合は、こういったときこそ、専決処分を利用して、活

用して、対応すべきであって、国の補助を待つということを、交付金を待つと

いうことも一つの方法かもしれませんけれども、必要な対策については、適宜、

対応を急いでいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

議  長  （西森保健福祉課長を指名） 

 

西森課長  今回の補正につきましては、実際、４月の中旬に濃厚接触者が出たというこ

とを踏まえまして、今後の対応ということで、５月下旬から、隔離棟の改修に

ついては、協議をさせていただいております。 

当初見積金額が高額だったこともありまして、いろいろと最低限の必要な施

策について協議をしております。 

さらには、陰圧装置を設置すれば、感染リスクが低いのではないかとの意見

もありまして、陰圧装置等の協議も行っております。 

最終的には、陰圧装置を設置することにより、さらに高額になるというよう

なことも踏まえまして、完全個室とする方向で、対策を講じておる次第です。 

今回、９月補正ということで、若干、時間を要しましたが、今後、速やかな

対応をとっていきたいと考えております。 

以上です。 

 

議  長  岡部議員、よろしいでしょうか。 

ほか、ございませんか。 

 

（岡部史夫議員を指名） 

 

岡部議員  教育費の中で、面河小の教員住宅の解体といった案件が出ております。 

事前の、お聞きした説明の中では、解体後の、その土地をどうするのかとか、

解体後の計画については、あったのかなかったのか。ないとすると、いささか、
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ただ壊すだけということになれば、どういうふうなお考えによって予算を執行

されているのか、お伺いします。 

 

議  長  （釣井教育委員会事務局長を指名） 

 

釣井局長  岡部議員の質疑にお答えします。 

旧面河小学校の教員住宅の解体工事につきましては、跡地につきましては、

現在のところ、利用については特に決まったものはございません。 

今後、地域や関係機関と協議しながら、跡地の有効利用について、努めたい

と思います。 

以上です。 

 

議  長  （岡部史夫議員を指名） 

 

岡部議員  今回のような、町営住宅等老朽化が進む町有財産として、解体する場合に、

町内にも数多く点在をしております。特に、ふるさと創生課の管轄の中でも、

観光施設の今後の対応といったようなことで、売却を含めた譲渡といった検討

もなされているわけですけれども、ここは教育委員会関連の住宅の今回の解体

の地域とも、あるいは関係者ともしっかりした協議を含めながら、跡地の利活

用については、しっかり対応していただきたい。 

そして、同じ行政の中でも、その行政財産の今後について、その対応につい

ては、しっかりと庁内での連携をしていただかないと、部署によって対応、考

え方、方向性が異なるということのないようにしていただきたいわけですけれ

ども、この辺り、副町長、お伺いしたいのですが、今後どのようにお考えにな

っているのか、お聞きをいたします。 

 

議  長  （佐藤副町長を指名） 

 

副 町 長  岡部議員の質疑にお答えをいたします。 

今、町有施設の管理の在り方と言いますか、非常にこれまでも、公会計、資
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産管理の中で、データとして整理が、数年前に出来上がったところでございま

す。これをいかに管理していくかというところで、岡部議員が言われるように、

各課それぞれというところを、最終的に作業はやっていただくようになります

けれども、町として、全体として、施設をどう管理していくかと、基本的な方

向性というのは、非常に重要になってまいりますので、今いただいた御意見を、

今後の対応に生かしていきたいというふうに思いますし、今年の４月に、行財

政改革の推進室を立ち上げて、今、進めております。 

その中でも重要な課題として、捉えていきたいというふうに思います。 

 

議  長  よろしいでしょうか。 

そのほか、ございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑を終わります。 

お諮りします。 

本案については、所管の常任委員会に付託の上、審査することにしたいと思

いますが、これに御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第８３号は、所管の常任委員会に付託することに決定しま

した。 

 

議  長  日程第１１、議案第８４号「令和３年度久万高原町介護保険事業特別会計補

正予算（第１号）」を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（西森保健福祉課長を指名） 
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西森課長  議案に基づき説明 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより、質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案については、総務文教厚生常任委員会に付託し、審査することにしたい

と思いますが、御異議ありませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第８４号は、総務文教厚生常任委員会に付託することに決

定しました。 

 

議  長  日程第１３、議案第８５号「令和３年度久万高原町訪問看護事業特別会計補

正予算（第１号）」を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（渡部病院事業等統括事務長を指名） 

 

渡部事務長  議案に基づき説明 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑を行います。 
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質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案については、総務文教厚生常任委員会に付託し、審査することにしたい

と思いますが、御異議ありませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第８５号は、総務文教厚生常任委員会に付託することに決

定しました。 

 

議  長  日程第１３、議案第８６号「令和３年度久万高原町農業集落排水事業特別会

計補正予算（第２号）」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（辻本環境整備課長を指名） 

 

辻本課長  議案に基づき説明 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 
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お諮りします。 

本案については、産業建設常任委員会に付託し、審査することにしたいと思

いますが、御異議ありませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第８６号は、産業建設常任委員会に付託することに決定し

ました。 

 

議  長  日程第１４、議案第８７号「令和３年度久万高原町公共下水道事業特別会計

補正予算（第１号）」を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（辻本環境整備課長を指名） 

 

辻本課長  議案に基づき説明 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案については、産業建設常任委員会に付託し、審査することにしたいと思

いますが、御異議ありませんか。 

 

（異議なしの声） 
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議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第８７号は、産業建設常任委員会に付託することに決定い

たしました。 

ここでしばらく休憩といたします。        （午前１０時４８分） 

 

（休 憩） 

 

議  長  休憩前に引き続き、会議を開きます。       （午前１０時５８分） 

 

議  長  日程第１５、議案第８８号「久万高原町過疎地域持続的発展計画の策定につ

いて」を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（木下総務課長を指名） 

 

木下課長  議案に基づき説明 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案については、所管の常任委員会に付託し、審査することにしたいと思い

ますが、御異議ありませんか。 

 

（異議なしの声） 
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議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第８８号は、所管の常任委員会に付託することに決定しま

した。 

 

議  長  日程第１６、議案第８９号「工事請負契約の締結について」を議題といたし

ます。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（大野消防本部消防長を指名） 

 

消 防 長  議案に基づき説明 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

これより討論を行います。 

討論される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  討論なしと認めます。 

これより採決します。 

お諮りします。 

議案第８９号は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 
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（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第８９号「工事請負契約の締結について」は、原案のとお

り可決しました。 

 

議  長  日程第１７、議案第９０号「久万高原町指定金融機関の指定について」を議

題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（中川会計管理者を指名） 

 

中川会計  議案に基づき説明 

管 理 者 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより、質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

これより討論を行います。 

討論される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  討論なしと認めます。 

これより採決します。 

お諮りします。 
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議案第９０号は、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第９０号「久万高原町指定金融機関の指定について」は、

原案のとおり可決しました。 

 

議  長  日程第１８、議案第９１号「久万高原町教育委員会委員長の任命について」

を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（河野町長を指名） 

 

町  長  議案第９１号「久万高原町教育委員会教育長の任命について」 

下記の者を久万高原町教育委員会教育長に任命したいから、地方教育行政の

組織及び運営に関する法律第４条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

令和３年９月７日提出 久万高原町長。 

人事案件でございますので、住所、氏名等は空白で提出をいたしております。

御記入をお願いいたします。 

住所は、久万高原町上野尻甲９８２番地 

氏名は、小野敏信 

生年月日、昭和２６年５月９日 

提案理由でございますが、本町教育委員会教育長の小野敏信氏は、令和３年

９月２８日をもって任期満了となるため、その後任教育長でございます。 

小野敏信氏は、平成３０年９月から、教育長として御活躍をいただいており

ますが、引き続いて任命をいたしたく提案するものでございます。 

御同意をいただきますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 
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これより、質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

これより討論を行います。 

討論される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  討論なしと認めます。 

これより採決します。 

お諮りします。 

議案第９１号は、原案のとおり同意することに御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第９１号「久万高原町教育委員会教育長の任命について」

は、理事者提案のとおり同意することに決定しました。 

 

議  長  日程第１９、議案第９２号「久万高原町教育委員会委員の任命について」を

議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（河野町長を指名） 

 

町  長  議案第９２号「久万高原町教育委員会委員の任命について」 

下記の者を久万高原町教育委員会委員に任命したいから、地方教育行政の組
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織及び運営に関する法律第４条第２項の規定により、議会の同意を求める。 

令和３年９月７日提出 久万高原町長。 

人事案件でございますから、住所、氏名等は空白で提出をしてございます。

御記入をお願いいたします。 

住所は、久万高原町柳井川３３６８番地 

氏名は、長谷 薫 

生年月日、昭和５４年１１月６日 

提案理由ですが、教育委員会委員の山口美智子氏は、令和３年９月２８日を

もって任期満了となるため、その後任委員でございます。 

長谷 薫氏は、人格高潔で、教育、学術及び文化に対して高い見識を有して

おり、教育委員会委員として適任でありますので、委員に任命いたしたく提案

するものでございます。 

御同意をいただきますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより、質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

これより討論を行います。 

討論される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  討論なしと認めます。 

これより採決します。 

お諮りします。 

議案第９２号は、原案のとおり同意することに御異議ございませんか。 
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（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第９２号「久万高原町教育委員会委員の任命について」は、

理事者提案のとおり同意することに決定しました。 

 

議  長  日程第２０、諮問第３号「人権擁護委員候補者の推薦について」を議題とい

たします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（河野町長を指名） 

 

町  長  諮問第３号「人権擁護委員候補者の推薦について」 

下記の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、議会の意見を求め

る。 

令和３年９月７日提出 久万高原町長。 

住所 久万高原町下畑野川甲３３１番地１号 

氏名 渡部壽彦 

生年月日 昭和２８年５月７日 

提案理由でございますが、渡部壽彦氏、令和３年１２月３１日付で任期満了

による再任でございます。 

提案の理由ですが、今回の推薦は、今申し上げましたように、令和３年１２

月３１日付で３年間の任期満了に伴うもので、推薦候補者の渡部壽彦氏６８歳

は、平成３１年に就任されて以来、地域住民のために、積極的に人権思想の普

及高揚に努め、活躍されておられます。 

つきましては、今回、再任として推薦するものであります。 

御審議よろしくお願いいたします。 

 

議  長  提案理由の説明がございました。 
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これより質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

これより採決します。 

お諮りします。 

諮問第３号は、原案のとおり、適任と答申することに御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、諮問第３号「人権擁護委員候補者の推薦について」は、理事者

提案のとおり、適任と答申することに決定しました。 

 

議  長  お諮りします。 

日程第２１、報告第１８号「令和２年度決算に基づく健全化判断比率の報告

について」、及び日程第２２、報告第１９号「令和２年度決算に基づく資金不

足比率の報告について」は、関連がありますので、一括報告にしたいと思いま

すが、御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、報告第１８号及び報告第１９号は、一括報告とすることに決定

しました。 

 

議  長  報告第１８号「令和２年度決算に基づく健全化判断比率の報告について」及

び、報告第１９号「令和２年度決算に基づく資金不足比率の報告について」を、



 

－38－ 

一括報告とします。 

提出者の報告を求めます。 

 

（木下総務課長を指名） 

 

木下課長  議案に基づき報告 

 

議  長  提出者の報告が終わりました。 

これより一括して質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

以上で、報告第１８号「令和２年度決算に基づく健全化判断比率の報告につ

いて」及び、報告第１９号「令和２年度決算に基づく資金不足比率の報告につ

いて」を終わります。 

 

議  長  日程第２３、報告第２０号「令和２年度久万高原町の教育に関する事務の点

検評価報告について」を議題とします。 

提出者の報告を求めます。 

 

（釣井教育委員会事務局長を指名） 

 

釣井局長  議案に基づき報告 

 

議  長  提出者の報告が終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 
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（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

以上で、報告第２０号「令和２年度久万高原町の教育に関する事務の点検評

価報告について」を終わります。 

 

議  長  日程第２４、「議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件」を議題といた

します。 

お諮りします。 

議会運営委員長から、久万高原町議会会議規則第７５条の規定により、別紙

のとおり、本会議の会期日程等、議会運営に関する事項について、閉会中の継

続調査の申出がありましたので、了承したいと思いますが、御異議ございませ

んか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件は、承認すること

に決定いたしました。 

本定例会の付託議案について、各委員会は会期中に審査し、９月１７日の本

会議に委員長報告をお願いいたします。 

お諮りします。 

本日の会議は、これにて散会したいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、本日の会議は、これにて散会することに決定いたしました。 

本日はこれで散会いたします。          （午前１１時２３分） 

なお、９月９日は、午前９時３０分から総務文教厚生常任委員会、終了後に
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産業建設常任委員会を、町民館２階議員控室で開催して、付託議案の審査をお

願いいたします。 

また、９月１７日は、午前９時３０分から開会いたします。 

 

事 務 局  （終 礼） 
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